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議案第３３号 

 

   地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例制定の件 

 

 地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

を次のように定める。 

 

  令和８年６月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例 

 

 （淡路市監査委員条例の一部改正） 

第１条 淡路市監査委員条例（平成１７年淡路市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  (１) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

  (２) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (３) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （請求又は要求による監査） 

第４条 監査委員は、法第７５条第１項、第

９８条第２項、第２４２条第１項若しくは

第２４３条の２の９第３項（地方公営企業

法（昭和２７年法律第２９２号）第３４条

の規定により準用する場合を含む。）の規

定による監査の請求又は第１９９条第６

項、第７項、第２３５条の２第２項若しく

は地方公営企業法第２７条の２第１項の規

定による監査の要求があったときは、当該

 （請求又は要求による監査） 

第４条 監査委員は、法第７５条第１項、第

９８条第２項、第２４２条第１項若しくは

第２４３条の２の８第３項（地方公営企業

法（昭和２７年法律第２９２号）第３４条

の規定により準用する場合を含む。）の規

定による監査の請求又は第１９９条第６

項、第７項、第２３５条の２第２項若しく

は地方公営企業法第２７条の２第１項の規

定による監査の要求があったときは、当該
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監査の請求又は要求を受理した日から１０

日以内に監査に着手しなければならない。 

監査の請求又は要求を受理した日から１０

日以内に監査に着手しなければならない。 

 

 （淡路市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正) 

第２条 淡路市下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年淡路市条例第３９号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  (１) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

  (２) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (３) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３

条の２の９第８項の規定により下水道事業

の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて議会の同意を得なければならない場

合は、当該賠償責任に係る賠償額が３０万

円以上である場合とする。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３

条の２の８第８項の規定により下水道事業

の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて議会の同意を得なければならない場

合は、当該賠償責任に係る賠償額が３０万

円以上である場合とする。 

 

 （淡路市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正） 

第３条 淡路市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和２年淡路市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  (１) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

  (２) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (３) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４３条の２の８第１

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４３条の２の７第１
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項の規定に基づき、市長若しくは委員会の

委員若しくは委員又は市の職員（同法第２

４３条の２の９第３項の規定による賠償の

命令の対象となる者を除く。以下「市長等」

という。）の市に対する損害を賠償する責任

（以下「市長等の損害賠償責任」という。）

の一部を免れさせることについて必要な事

項を定めるものとする。 

 （損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市長等の損害賠償責任は、市長等が

職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が

ないときは、賠償の責任を負う額から、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１７３条の５第１項第１号に規定する普

通地方公共団体の長等の基準給与年額に、

次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当

該各号に定める数を乗じて得た額を控除し

て得た額について免れるものとする。 

 (１)～(４) (略) 

項の規定に基づき、市長若しくは委員会の

委員若しくは委員又は市の職員（同法第２

４３条の２の８第３項の規定による賠償の

命令の対象となる者を除く。以下「市長等」

という。）の市に対する損害を賠償する責任

（以下「市長等の損害賠償責任」という。）

の一部を免れさせることについて必要な事

項を定めるものとする。 

 （損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市長等の損害賠償責任は、市長等が

職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が

ないときは、賠償の責任を負う額から、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１７３条の４第１項第１号に規定する普

通地方公共団体の長等の基準給与年額に、

次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当

該各号に定める数を乗じて得た額を控除し

て得た額について免れるものとする。 

 (１)～(４) (略) 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第３４号 

 

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年６月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年淡路市条例第２２０号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後

の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 (１) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

 (２) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (３) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （葬祭補償） 

第１８条 非常勤消防団員等が公務により、

又は消防作業等に従事し、若しくは救急業

務に協力したことにより、又は応急措置の

業務に従事し、死亡した場合においては、

市は、葬祭補償として、葬祭を行う者に対

して、葬祭補償として、３３０，０００円

に補償基礎額の３０倍に相当する金額を加

えた金額を支給する。 

 （葬祭補償） 

第１８条 非常勤消防団員等が公務により、

又は消防作業等に従事し、若しくは救急業

務に協力したことにより、又は応急措置の

業務に従事し、死亡した場合においては、

市は、葬祭補償として、葬祭を行う者に対

して、葬祭補償として、３１５，０００円

に補償基礎額の３０倍に相当する金額を加

えた金額を支給する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の淡路市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」
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という。）第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後

に支給すべき事由の生じた淡路市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に

規定する葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた同号に規

定する葬祭補償については、なお従前の例による。 

 （補償の内払） 

３ 適用日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間にお

いてこの条例による改正前の淡路市消防団員等公務災害補償条例第１８条の規

定に基づく葬祭補償（適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じ

たものに限る。）として支払われた金額は、新条例第１８条の規定に基づく葬祭

補償の内払とみなす。 
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議案第３５号 

 

   淡路市印鑑条例の一部を改正する条例の制定の件 

 

 淡路市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年６月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

淡路市印鑑条例（平成１７年淡路市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後

の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 (１) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

 (２) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (３) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の

申請及び交付） 

第１５条 前条の規定にかかわらず、登録者

は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第７項に規定

する個人番号カード、出入国管理及び難民

認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１

９条の１５の２第１項に規定する特定在留

カード若しくは日本国との平和条約に基づ

き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法（平成３年法律第７１号）

第１６条の２第１項に規定する特定特別永

住者証明書に記録された電子署名等に係る

地方公共団体情報システム機構の認証業務

（多機能端末機による印鑑登録証明書の

申請及び交付） 

第１５条 前条の規定にかかわらず、登録者

は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第７項に規定

する個人番号カードに記録された電子署

名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律（平成１４年法

律第１５３号。以下「電子署名等認証業務

法」という。）第２２条第１項に規定する

個人番号カード用利用者証明用電子証明

書又は電気通信事業法（昭和５９年法律第

８６号）第１２条の２第４項第２号ロに規

定する移動端末設備に組み込まれた電子
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に関する法律（平成１４年法律第１５３号。

以下「電子署名等認証業務法」という。）

第２２条第１項に規定する個人番号カード

用利用者証明用電子証明書又は電気通信事

業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条

の２第４項第３号ロに規定する移動端末設

備に組み込まれた電子署名等認証業務法第

３５条の２第１項に規定する移動端末設備

用利用者証明用電子証明書を使用して、多

機能端末機（本市の電子計算機と電気通信

回線で接続された民間事業者が設置する端

末機で、当該端末機の操作により証明書等

を発行する機能を有するものをいう。）に

より印鑑登録証明書の交付を申請し、その

交付を受けることができる。 

署名等認証業務法第３５条の２第１項に

規定する移動端末設備用利用者証明用電

子証明書を使用して、多機能端末機（本市

の電子計算機と電気通信回線で接続され

た民間事業者が設置する端末機で、当該端

末機の操作により証明書等を発行する機

能を有するものをいう。）により印鑑登録

証明書の交付を申請し、その交付を受ける

ことができる。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３６号 

 

   淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例制定の件 

 

 淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  令和８年６月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例 

 

 淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（令和８年淡路市条

例第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後

の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 (１) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

 (２) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (３) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 第２条中第２２号及び第２３号を削り、

第２１号を第２２号とし、第１７号から第

２０号までを１号ずつ繰り下げ、同条第１

６号中「８０万９，０００円」を「８２万

６，５００円」に改め、同号を同条第１７

号とし、同条第１５号中「８０万９，００

０円」を「８２万６，５００円」に改め、

同号を同条第１６号とし、同条第１４号中

「８０万９，０００円」を「８２万６，５

００円」に改め、同号を同条第１５号とし、

同条第１３号中「８０万９，０００円」を

 第２条中第２２号及び第２３号を削り、

第２１号を第２２号とし、第１２号から第

２０号までを１号ずつ繰り下げ、第１１号

の次に次の１号を加える。 
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「８２万６，５００円」に改め、同号を同

条第１４号とし、同条中第１２号を第１３

号とし、第１１号の次に次の１号を加える。 

 (１２) 被保険者等負担額 当該医療に

要する費用の額から次に掲げる額を控

除した額をいう。 

  ア 医療保険各法の規定により医療の

給付を行うもの（以下「保険者」と

いう。）が負担すべき額（保険者の

規約、定款、運営規則等により医療

保険各法に規定する保険給付と併せ

て当該保険給付に準じて給付を受け

ることができる場合における当該支

給又は給付の額を含む。） 

  イ 医療保険各法以外の法令、条例、

規則、規程等の規定により国、地方

公共団体（保険者たる地方公共団体

を除く。）又は独立行政法人の負担

において行われる医療に関する給付

（以下「医療保険以外の国等の給付」

という。）の額 

 

 第４条第１項第１号中「８０万９，０００

円」を「８２万６，５００円」に改め、同項

第２号中「重度障害者については、重度障害

者」を「重度障害者及び高齢重度障害者（以

下この号において「重度障害者等」という。）

については、重度障害者等」に、「重度障害者

の」を「重度障害者等の」に、「同法第３１４

条の７、同法附則第５条の４第６項、同法附

則第５条の４の２第５項及び同法附則第７条

の２第４項の」を「同法附則第５条の４第５

項その他の障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行規則（平成

１８年厚生労働省令第１９号）第２６条の２

で定める」に改め、同項第３号ア中「あると

 

 

 

 (１２) 被保険者等負担額 当該医療に

要する費用の額から次に掲げる額を控

除した額をいう。 

  ア 医療保険各法の規定により医療の

給付を行うもの（以下「保険者」と

いう。）が負担すべき額（保険者の

規約、定款、運営規則等により医療

保険各法に規定する保険給付と併せ

て当該保険給付に準じて給付を受け

ることができる場合における当該支

給又は給付の額を含む。） 

  イ 医療保険各法以外の法令、条例、

規則、規程等の規定により国、地方

公共団体（保険者たる地方公共団体

を除く。）又は独立行政法人の負担

において行われる医療に関する給付

（以下「医療保険以外の国等の給付」

という。）の額 

 

 第４条第１項第２号中「重度障害者につ

いては、重度障害者」を「重度障害者及び

高齢重度障害者（以下この号において「重

度障害者等」という。）については、重度

障害者等」に、「重度障害者の」を「重度

障害者等の」に改め、同項第３号ア中「あ

るとき」を「あるとき。」に改め、同号イ

中「児童」を「監護する児童」に改め、同

条第３項を削る。 
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き」を「あるとき。」に改め、同号イ中「児童」

を「監護する児童」に改め、同条第３項を削

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３７号 

 

淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例及び淡路市立学

校施設使用料条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例及び淡路市立学校施設使用

料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年６月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例及び淡路市立学

校施設使用料条例の一部を改正する条例 

 

 (淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正) 

第１条 淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例

第２５０号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  (１) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

  (２) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (３) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第９条、第１６条関係） 

１ 津名体育センター 

（略） 

備考 

  １～５ (略) 

２ 岩屋体育センター 

（略） 

３ 北淡西体育センター 

（略） 

 ４ 一宮体育センター 

別表（第９条、第１６条関係） 

１ 津名体育センター 

（略） 

備考 

  １～５ (略) 

２ 岩屋体育センター 

（略） 

３ 北淡西体育センター 

（略） 

 ４ 一宮体育センター 
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区分 単位 使用料 
照明設備

使用料 

冷暖房設

備使用料 

半

面 

  円 円 円 

市

民 

１時

間
920 210 1,000 

市

民

外 

〃 1,840 210 1,000 

全

面 

市

民 
〃 1,840 410 2,000 

市

民

外 

〃 3,680 410 2,000 

多

目

的

室 

市

民 
〃 310 ― 100 

市

民

外 

〃 620 ― 100 

研

修

室 

市

民 
〃 410 ― 100 

市

民

外 

〃 830 ― 100 

武

道

場 

市

民 
〃 520 ― 300 

市

民

外 

〃 1,040 ― 300 

 

５ 体育センター 

（略） 

 

 

区分 単位 使用料 
照明設備

使用料 

冷暖房設

備使用料 

半

面 

  円 円 

市

民 

１時

間
920 210 ― 

市

民

外 

〃 1,840 210 ― 

全

面 

市

民 
〃 1,840 410 ― 

市

民

外 

〃 3,680 410 ― 

多

目

的

室 

市

民 
〃 310 ― 100 

市

民

外 

〃 620 ― 100 

研

修

室 

市

民 
〃 410 ― 100 

市

民

外 

〃 830 ― 100 

武

道

場 

市

民 
〃 520 ― ― 

市

民

外 

〃 1,040 ― ― 

 

５ 体育センター 

（略） 
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 （淡路市立学校施設使用料条例の一部改正） 

第２条 淡路市立学校施設使用料条例（平成２０年淡路市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  (１) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

  (２) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (３) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 

 (１)～(４) (略) 

 (５) 体育館の冷暖房設備使用料 

 

 (６) 武道場の使用料及び冷暖房設備使

用料 
 

区分 単位 
使用料 

全面 半面 

  円 円 

津名中学校 

岩屋中学校 

北淡中学校 

東浦中学校 

１時間 1，000 

 

500 

 

区分 
単

位 
使用料 

冷暖房設

備使用料 

  円 円 

津名中学校 

北淡中学校 

１

時

間 

150 300 

別表（第３条関係） 

 (１)～(４) (略) 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６か月を超えない範囲内において教育委

員会規則で定める日から施行する。 
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議案第３８号 

 

   淡路市津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例制定の件 

 

 淡路市津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に関する条例を廃止

する条例を次のように定める。 

 

  令和８年６月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に関する

条例を廃止する条例 

 

 淡路市津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に関する条例（平成１

７年淡路市条例第１７５号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



淡路市津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 
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 （条例の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   淡路市津名農林業近代化施設花き

温室団地の設置及び管理に関する

条例 

平成１７年４月１日 

条例第１７５号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、農林業関係地域改善対策

事業で設置する農業近代化施設及び機械器具

等（以下「施設等」という。）の設置及び管

理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 地域の花き園芸の振興及び農業経営基

盤の確立を図り、もって地域住民の経済力の

培養に資するため、花き温室団地を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 施設等の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

 (１) 名称 淡路市津名西側花き温室団地 

位置 淡路市中田３３０１番地１２

筆 

淡路市大町畑９３１番地４筆 

 (２) 名称 淡路市津名近江ヶ原・畦ヶ内花

き温室団地 

位置 淡路市佐野２７９７番地他９

筆 

淡路市生穂１９５１番地他９

筆 

 (３) 名称 淡路市津名西側津名園芸花き温

室団地 

位置 淡路市中田３００８番地の１

他１９筆 



淡路市津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 
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（条例の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡路市大町畑１９４番地他１

５筆 

 （利用の許可） 

第４条 施設等を利用しようとする者は、あら

かじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けることができる者は、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 淡路市に在住する者であって地域改善

対策事業を必要とし、花き生産に従事を希

望する者 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が特に

必要があると認める者 

３ 市長は、第１項の許可をする場合において、

施設等の管理上必要な条件を付することがで

きる。 

（利用の制限） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、施設等の利用を許可しな

い。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれ

があるとき。 

(２) 施設等若しくはその附属設備を損傷

し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、施設等の

管理上支障があると認めるとき。 

（利用許可の取消し等） 

第６条 市長は、第４条第１項の許可を受けた

者（以下「利用者」という。）が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、許可に

係る利用を停止し、又は許可を取り消すこと

ができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則の



淡路市津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 
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（条例の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により利用の許

可を受けたとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、施設の管

理上支障があるとき。 

（使用料） 

第７条 施設等の使用料は、無料とする。 

（損害の賠償） 

第８条 利用者が施設等を故意又は過失により

損傷し、又は滅失させたときは、その損害を

賠償しなければならない。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

（指定管理者による管理） 

第９条 施設等の管理は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体であって市長

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせることができる。 

（指定管理者の業務） 

第１０条 指定管理者は、次に掲げる業務を行

うものとする。 

(１) 施設の維持管理に関する業務 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が別に

定める業務 

（委任） 

第１１条 この条例で定めるもののほか、花き

温室団地の管理について必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

 



議案第３８号
津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定の件

位 置 図

・淡路市津名西側花き温室団地

・淡路市津名西側津名園芸花き温室団地

・淡路市津名近江ヶ原・畦ヶ内花き温室団地


